
養育費の履行の確保に向けた取組 令和４年１月 法務省民事局

① 自治体との連携・プッシュ型の支援の提供
自治体モデル事業調査研究（５自治体で実施中）
・部署間連携・法律相談・裁判手続の申立書作成等支援・
裁判手続の手続料補助や裁判所への付添い等の支援
・民間ADRの利活用・関係機関との意見交換会

制度的課題とその対応（令和３年３月～法制審議会家族法制部会で検討中）

将来目指すべき姿
子どもの成長・未来のために、養育費が当然に支払われる社会の実現へ
平成２８年度ひとり親世帯調査での「取決め率」 母子世帯：４２．９％，父子世帯２０．８％
同調査「現在も履行（実施）されている率」 母子世帯：２４．３％，父子世帯３．２％

・民法で養育費の重要性を明確に規定
（未成年の子の監護費用の負担の義務）
・養育講座の提供，受講の確保
・養育費の定めの確認制度(債務名義化)の創設
・(取決めがない場合)法定額の養育費請求権の自動的発生
(・取決めがしやすいよう民間ADRの活用)
・預貯金債権に関する情報の取得の特則
・裁判手続の負担軽減のための見直し（義務者の住所の探知，

義務者の収入の把握，財産の把握，執行手続の簡易化）

離婚成立前後

不払いの継続

子のための協議・取決
めが十分にされない

不払い後，相手から
回収することが困難

・既存の社会保障制度との関係の調整 ・モラルハザードの克服 ・財源の確保
厚生労働省等と連携しつつ，協議の場を設けて検討

不払い発生

② 周知広報・情報発信
養育費動画や離婚届のチェック欄動画配信,離婚届書

の標準様式の変更，別居時リーフレット作成

行政機関と連携して法的支援を強化

検
討
中
の
課
題

運用面の対応（横断的な取組）

公的支援（立替払い・回収等）の方策の検討（横断的な取組）
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養育費の不払い解消に向けた検討について 法務省民事局

令和４年１月

公益社団法人商事法務研究会「家族法研究会」【R1.11～R3.2】

民事法研究者，実務家等を中心に民事基本法制の見直しの観点から幅広く検討。
R3.2 報告書取りまとめ

法務大臣養育費勉強会
【R2.1～R2.5】

債務名義のある養育費
債権の履行確保のため
の公的な支援の枠組み
を検討。
合計７回にわたり，地
方自治体や諸外国にお
ける養育費の履行確保
に向けた先進的取組に
ついて自治体，研究者
等からのヒアリングを
実施，養育費問題に関
する現状や課題，解決
可能性について現場の
支援団体や相談機関等
からのヒアリングを行
うなどして幅広く検討。
R2.5.29 法務大臣養育
費勉強会取りまとめ

養育費不払い解消に向けた検討会議
【R2.6～R2.12】

法律家，研究者，支援関係者等で構
成し，現行法の下での運用改善や見
直しで対応可能な課題の速やかな検
討・実施を図りながら，養育費の履
行確保に向けた新たな立法課題につ
いても議論。
R2.9.9 養育費の不払い解消に向
けた当面の改善方策
R2.12.24 養育費不払い解消に向け
た検討会議・取りまとめ

不払い養育費の確保のための支援に関する
タスクフォース【R2.6～】

法務省と厚労省が連携を図って，養育費の不
払い解消のための公的支援の問題を中心に，
運用・制度の改善等について検討。令和３年
６月から内閣府とも連携。
R3.2.5 法務省と厚生労働省から事務連絡
R2.12.24 制度面を中心とした論点整理
R3.12.8 法務省と厚生労働省から事務連絡

法制審議会家族法制部会
離婚及びこれに関連する制度に関する

規定等の見直し

【Ｒ３．３～】

父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影
響や子の養育の在り方の多様化等の社会
情勢に鑑み，子の利益の確保等の観点か
ら，離婚及びこれに関連する制度に関す
る規定等を見直す必要があると思われる

ので，その要綱を示されたい

子どもの利益確保のための司法
アクセス改善ＰＴ
【R3.5～R3.9】

養育費の取決め・取立てを実現
するための司法アクセスの向上
という観点から，制度上・運用
上の課題について幅広く検討。

令和元年
11月

令和２年６月 令和３年３月令和２年１月



離婚及びこれに関連する制度の検討について

主な検討課題

【指摘される問題点】
・ 離婚後養育への父母の関わりの多様化
・ 離婚前後のＤＶ等への十分な対応が必要
・ 協議離婚時に、子のための協議・取決め
が十分にされない
・ 不払い養育費の取立て、回収が困難
・ 面会交流の安全・安心な実施が困難な
場合がある

【主な論点】
・ 未成年養子の趣旨・目的をどう考えるか
・ 現行法では届出のみで足りる連れ子養子
の要件を見直すべきか

【主な論点】
・ ２年の除斥期間を伸長するか
・ 原則「２分の１ルール」を制度化するか

未成年養子制度の見直し

離婚に伴う財産分与制度の見直し

父母の離婚後の子の養育の在り方

平成28年度ひとり親調査での「取決め率」
【養育費】母子世帯：42.9％、父子世帯20.8％
【面会交流】母子世帯：24.1％、父子世帯27.3％

【主な論点】

・ 離婚後の子の養育の理念や父母の関与
の在り方をどう考えるか
・ ＤＶ事案等への対応をどう考えるか
・ 離婚時の取決めをどのように促進するか
・ 養育費の確保をどのように実現するか
・ 安全・安心な面会交流をどう確保するか
※他の行政施策との連携も重要

同調査「現在も履行（実施）されている率」

【養育費】母子世帯：24.3%、父子世帯3.2%
【面会交流】母子世帯：29.8%、父子世帯
45.5%

令和４年２月 法務省民事局

【指摘される問題点】
・ 夫婦間で権利行使が十分されない
・ 分与時の判断のルールが明確でない

【指摘される問題点】
・ 節税目的で未成年養子が利用される
・ 再婚時に、子の利益に沿わない連れ子
養子がされる場合がある

これらの課題
について令和
３年３月30日
から令和４年
２月22日まで
12回会議を
開催

複数回ヒアリ
ングも実施し、
民事基本法
制の観点から
検討、次回会
議以降から二
巡目の検討
に入る予定

家族法制部会

法制審議会における制度的課題とあわせて、運用で可能な事項については随時実施
（実態調査、世論調査、養育費不払い解消調査研究事業、民間の面会交流支援団体の適切な活用に向けた仕組み作り等）



父母の離婚等に伴う子の養育の在り方に関する調査研究事業 

令和４年２月 法務省民事局 

目的 

養育費の不払い解消や安全・安心な面会交流の実施に向けて、規模等の異なる複数の自治体と協力して関連する支援策を実施

し、自治体の規模等に応じた最適な施策のパッケージについて実証的な調査研究を行うもの。 

 

現在実施中の自治体 

兵庫県宝塚市（２３４千人）、山口県宇部市（１６９千人）、千葉県東金市（５８千人）、三重県伊賀市（８９千人）、 

熊本県人吉市（３３千人） 

 

事業内容  

令和３年９月～ 

 養育費に関する自治体の法的支援・紛争解決支援の在り方に関する調査・研究事業 約８００万円 

・連携意見交換会（自治体、弁護士会、司法書士会、公証人、家庭裁判所、アドバイザー（弁護士、法学者）、法務省が参加） 

・児童扶養手当受給者を対象に養育費に関するアンケートを実施 

・自治体内の戸籍・ひとり親支援等の関係部署間連携 

・自治体窓口からオンライン等で弁護士の法律相談等を受けられる支援、家庭裁判所への付添い支援  

・家庭裁判所によるオンラインでの調停手続案内 

・司法書士による強制執行申立てに係る文書作成料の補助 

・公正証書作成費用・調停申立てに係る費用等の補助    等 

 



主な利用者の声 

・弁護士相談後に、市の担当者と相談しながら相手方に働きかけをして、滞納分の養育費が支払われた。 

・モデル事業の法律相談は、市の窓口で、弁護士とのスケジュール調整等を全てしてくれたので、不安なく楽だった。 

・自治体での法律相談は敷居がそれほど高くなく、弁護士がより身近な存在になった。 

・弁護士の知り合いがいない場合には、無料法律相談はありがたい。全国に拡大していくといいと思う。 

・オンライン法律相談により、これまで相談できなかったエリアの弁護士に相談できるようになった。 

・手続中に支払があり、強制執行の申立てには至らなかったが、執行の申立方法などを教えてもらい、とてもためになった。 

・弁護士や家庭裁判所が身近に感じられるようになり、離婚後の法的問題についてアドバイスを得られてよかった。   等 

 

主な参加自治体の声 

・弁護士会、司法書士会、家庭裁判所等とネットワークを形成する第一歩となったことは、大きな成果であった。 

・関係機関との人的ネットワークを構築できたことで、市民にも本モデル事業を紹介しやすくなった。 

・本事業で実施したアンケートの結果により顕在化していなかった問題を把握することができた。  

・法律相談が増加し、養育費の取決め等に係る問題の掘り起こしに繋がった。 

・Ｗｅｂ会議によるオンライン法律相談は、お互いに顔が見えることから、相談者からも好評であり、弁護士からも対面の場

合と遜色はなかったとの感想が得られた。                                    等 

 

利用者・自治体から指摘された課題 

・弁護士への委任や調停の申立てを決心するまでには一定の期間が必要であるから、十分な期間の継続的な支援が重要。 

・もっと大々的にＰＲをした方がいい。 

・予約制の夜間窓口があれば便利だと思う。 

・私は運よく支援を実施している市に住んでいたが、困っている方は他にもいるので、少しでも広がればいい。 



令和３年度補正予算による対応（令和４年４月～） 

 養育費、面会交流等の取決めを促すための自治体支援モデル事業に関する調査・研究事業        約４００万円 

  養育費、面会交流等について、自治体と協力して、離婚した父母間の協議を促す支援策を活用した支援の在り方について

実証的な調査・研究を実施 

 

 離婚後子育て講座の在り方を検討するための自治体モデル事業に関する調査・研究事業         約４００万円 

  自治体と協力して、離婚を検討している父母に対して、必要な法的情報を提供するための講座（養育講座）を開催し、そ

の効果等の調査・研究を実施 

 

令和４年度予算案による対応 

 養育費に関する自治体の法的支援・紛争解決支援の在り方に関する調査・研究事業（令和３年事業の展開） 約８００万円 

 

 子のための裁判所の手続の在り方を検討するための自治体モデル事業に関する調査・研究事業      約３００万円 

 自治体と協力して、養育費に関する執行手続の申立書作成補助等によって、権利者本人による裁判手続の遂行を支援する

とともに、手続遂行上の課題を調査し、それを解消するための支援の在り方について実証的な調査・研究を実施 



・面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、
継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
・子どもがいる場合は、その健やかな成長のために、面会交流についてしっかりと話し
合うようにしてください。

・離婚に向けて別居していて、生計を同じくしていないときは、児童手当は、児童と同
居している人に支給されます。また、配偶者からの暴力を理由に別居している場合も、
受給者変更できることがあります。
・受給者変更の手続の詳細は、【児童手当担当部署】（公務員の場合は勤務先）に確認
してください。

※自治体の担当部署を記入してください。

・夫婦、親子、扶養など家庭の問題についてお悩みがある方の相談窓口を設置していま
す。家族関係の改善に向けてのアドバイスを受けたり、別居中の生活で困っていること
などについて相談することができます。※相談料無料

そのほか、詳しく知りたい場合は、
【ひとり親支援担当部署】にご相談ください。

連絡先：○○－○○○○－○○○○
市のホームページはこちら：

・別居をしたときには、お互いの収入等に応じて、相手に、自分の生活費や自立してい
ない子どもの養育費等（婚姻費用）の一部を請求することができます。
・話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停の申立てをするこ
となどができます。

二次元
バーコ
ード

※離婚を考えている方は、裏面をご覧ください。
（法テラスなどの問い合わせ先についても記載があります）

※一例。養育費等相談支援センターの連絡先など、自治体の
実情等により記載を適宜変更してください。

※自治体独自の取組の紹介等
にご活用いただくスペース

＊ 別居を考えている皆さま・別居中の皆さまへ ＊

婚姻費用（生活費や養育費等）の分担

〈婚姻費用の金額の目安に
関する裁判所のＨＰ〉→

〈調停手続の概要に
関する裁判所のＨＰ〉→

児童手当の受給者の変更

家庭の相談窓口

面会交流 〈法務省パンフレットはこちら〉→

別居・離婚時リーフレットひな型

・配偶者から暴力等を受けている方に向けて、相談・情報提供・一時保護などを受け付
ける窓口を設置しています。詳細については、【ＤＶ相談担当部署】（配偶者暴力相談
支援センター）にご相談ください。

DV（配偶者からの暴力）被害があるとき
※自治体の担当部署を記入してく

ださい。



（問い合わせ先）
○自治体の家庭相談窓口について知りたい方やＤＶにお悩みの方は、裏面もご覧ください。

○法的トラブルについてのお問合せは日本司法支援センター（法テラス）へ。 →

○法務省のＨＰでは、離婚をするときに考えておくべきことを紹介しています。 →

○ひとり親家庭への支援策については、厚生労働省のHPもご参照ください。 →

・離婚をしたときは、相手に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、
お二人の財産を分けることができます。
・金額等について、話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停
の申立てをすることなどができます。

※離婚後２年間の期間制限あり。

○親権者
・未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話合いで親権者を定める必要があ
ります。子どものために、しっかりと話し合うようにして下さい。

○養育費
・養育費とは、子どもが自立する（例えば大学等を卒業する。）までに必要な費用を意
味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

○面会交流
・面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会って
話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
・養育費や面会交流についても、子どもの健やかな成長のために、しっかりと話し合う
ようにしてください。

○児童扶養手当
・離婚し、子どもをひとりで育てる方は、児童扶養手当を受給できる場合があります。
・受け取れる金額等は、受給される方の所得や監護・養育する子どもの人数等に応じて
異なります。詳細については、【ひとり親家庭相談窓口】に確認してください。

・離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、
それぞれ、自分の年金とすることができます。

財産分与

年金分割 〈年金分割手続の詳細〉→

子どもがいる方へ

※離婚後２年間の期間制限あり。

〈財産分与に関する法務省のＨＰ〉→

※児童手当の受給者変更については裏面をご覧ください※自治体の担当窓口を記入してください。

〈養育費に関する
裁判所のＨＰ〉→

〈面会交流に関する
裁判所のＨＰ〉→

＊ 離婚を考えている皆さまへ ＊
別居・離婚時リーフレットひな型

〈離婚に関する法務省のＨＰ〉 →
（Ｑ＆Ａや養育費解説動画、養育費と面会交流
のパンフレット等が掲載されています。）



・ご自身でも簡単に申し立てることができます
・お金もそこまでかかりません
・相手に住所が知られたり、相手と顔を合わ
せたりすることなく、手続を進められる場合も
あります

養育費調停の簡単な申立書、
つくりました

～まだ養育費の取決めをしていない方へ～

養育費調停の利用をぜひ検討してみてください！
法務省 養育費法務省民事局では、このほか、親の立場で離婚するときに考えておくべきこ

とをまとめた情報を法務省ホームページやパンフレットに掲載しています。

詳しくはこちら➡

令和４年２月 法務省民事局

＜書式と解説はこちら＞

書き方動画あります！
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